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監査公表第 527 号 

 

   京都市職員措置請求及び監査結果公表 

 地方自治法第 242 条第４項の規定により，標記の請求に係る監査を行ったの

で，請求文及び請求人に対する監査結果の通知文を次のとおり公表します。 

  平成 17 年 12 月７日 

京都市監査委員 田 中 セツ子   

同    小 林 昭 朗   

同    江 草 哲 史   

同    藤 井   昭   

 

   京都市職員措置請求に係る請求文 

   京都市職員措置請求書 

2005 年 10 月３日   

 京都市監査委員 様 

   請求人 

   （住所） 京都市上京区 

   （氏名） Ａ 

   ほか６名 

［請求の要旨］ 

１ 南区山ノ本町のコミュニティーセンター北側に山ノ本共同作業所（市の施

設）があるが，そこを上鳥羽建設協同組合（以下，「上鳥羽建設」と略）とい

う一民間建設業者が事務所として占有している（*１）。 

２ 京都市の説明によると，この共同作業所は１９８０年に完成したもので，

当初は，住環境整備事業によって「地元で生花業などを営んでいた方々が生

業を継続することができるよう設けられた地区施設」である（*２）。ところ

が「その後高齢化や後継者不足などにより生花業などが縮小，廃業される中

で地元の土木建設業者などの協同組合がその一部を使用するに至った」(同

前)。共同作業所を上鳥羽建設が占有するようになったのは「昭和 60 年代に

は現在のような状況になっていた」（*３）といい，「上鳥羽建設には水光熱費

は負担してもらっているが，作業所使用料はいっさい徴収していない。賃貸

契約も結んでいない」（同前)という状態である。要するに 20 年以上にわたっ

て市は公共施設を民間建設業者に賃貸契約もなく無料で使用させていたわけ

である。 

３ 公共施設を民間業者の事務所として無償で貸与していること自体違法だが，

共同作業所のそもそもの設置目的からも逸脱している。共同作業所は，「改良

地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のための必要な施

設」（住宅地区改良法第２条７）で，住環境整備事業により従前の仕事ができ
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なくなった住民のための仕事場として供されるものである。 

４ 上鳥羽建設の共同作業所占有問題は，2002 年７月より，市会においてたび

たび問題となっており，市も当初より「今後町内の皆さん方に共同作業所の

使用の方法について色々協議いたしまして，しかるべき措置を取りたい」（*

４）と明言していたが，今日に至るまで，何らしかるべき措置は取られてお

らず，逆に，「今後こうした状況の建て替え計画であるとか，そういう大きな

流れの中で対応していきたい」と占有行為を容認する方針に変わっている（*

５） 

５ 上記１～４で明らかなとおり，上鳥羽建設の占有は違法なものであり，今

後も現状を追認する市の方針によって市民の損害は増えるばかりである。

よって，地方自治法第 242 条第１項の規定にもとづき，監査委員において，

以上の事実に関する厳正な監査を実施され，市が上鳥羽建設に対して，占有

開始から今日までの家賃を徴収するとともに，公共施設の違法な使用状況を

即時是正させるよう，必要な措置を取ることを求める。 

【資料】 

 ⑴ 山ノ本共同作業所の現況 

 ⑵ 市会議事録（平成 14 年９月定例会） 

 ⑶ 聴取書 

 ⑷ 市会議事録（平成 14 年７月建設消防委員会） 

 ⑸ 市会議事録（平成 17 年２月普通予算特別委員会第２分科会） 

 

 注 事実証明書の記載を省略した。 

 

   請求人に対する監査結果通知文 

監 第 ７ ６ 号   

平成 17 年 12 月２日   

 請求人 様 

京都市監査委員 田 中 セツ子   

同    小 林 昭 朗   

同    江 草 哲 史   

同    藤 井   昭   

 

   京都市職員措置請求に係る監査の結果について（通知） 

 

 平成 17 年 10 月３日付けで提出された地方自治法（以下「法」という。）第 242

条第１項の規定に基づく京都市職員措置請求について，監査した結果を同条第

４項の規定により通知します。 

第１ 請求の要旨 
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 １ 請求の趣旨 

  ⑴ 南区上鳥羽山ノ本町のコミュニティーセンター北側に山ノ本共同作業

場（以下「本件作業場」という。）があるが，そこを上鳥羽建設協同組合

（以下「上鳥羽建設」という。）という一民間建設業者が事務所として占

有している。 

  ⑵ 京都市（以下「市」という。）の説明によると，本件作業場は昭和 55

年に完成したもので，当初は，住環境整備事業によって「地元で生花業

などを営んでいた方々が生業を継続することができるよう設けられた地

区施設」である。ところが「その後高齢化や後継者不足などにより生花

業などが縮小，廃業される中で地元の土木建設業者などの協同組合がそ

の一部を使用するに至った」。本件作業場を上鳥羽建設が占有するように

なったのは「昭和 60 年代には現在のような状況になっていた」といい，

「上鳥羽建設には水光熱費は負担してもらっているが，作業所使用料は

一切徴収していない。賃貸契約も結んでいない」という状態である。要

するに20年以上にわたって市は公共施設を民間建設業者に賃貸契約もな

く無料で使用させていたわけである。 

  ⑶ 公共施設を民間業者の事務所として無償で貸与していること自体違法

だが，共同作業場のそもそもの設置目的からも逸脱している。共同作業

場は，「改良地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のた

め必要な施設」（住宅地区改良法第２条第７項）で，住環境整備事業によ

り従前の仕事ができなくなった住民のための仕事場として供されるもの

である。 

  ⑷ 上鳥羽建設の本件作業場の占有問題は，平成 14 年７月以来，市会にお

いてたびたび問題となっており，市も当初より「今後町内の皆さん方に

共同作業所の使用の方法について色々協議いたしまして，しかるべき措

置を取りたい」と明言していたが，今日に至るまで，何らしかるべき措

置は採られておらず，逆に，「今後こうした状況の建て替え計画であると

か，そういう大きな流れの中で対応していきたい」と占有行為を容認す

る方針に変わっている。 

  ⑸ 上記⑴から⑷までで明らかなとおり，上鳥羽建設の占有は違法なもの

であり，今後も現状を追認する市の方針によって市民の損害は増えるば

かりである。よって，法第 242 条第１項の規定に基づき，監査委員にお

いて，以上の事実に関する厳正な監査を実施され，市が上鳥羽建設に対

して，占有開始から今日までの家賃を徴収するとともに，公共施設の違

法な使用状況を即時是正させるよう，必要な措置を採ることを求める。 

 ２ 要件審査 

  ⑴ 京都市職員措置請求書及び後記第２ １の請求人の陳述の内容を総合

すると，本件請求は，本件作業場及びその付属物置（以下「本件付属物
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置」という。）の土地及び建物に係る財産の管理を対象としているものと

解される。 

  ⑵ 本件作業場及び本件付属物置の建物の敷地（以下「本件土地」という。）

は，市が施行する京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市

計画事業上鳥羽南部地区土地区画整理事業（以下「上鳥羽南部地区土地

区画整理事業」という。）の施行地区内にあり，同事業の施行により保留

地とされている区画（保留地番号第 22－３号地）である。市は，同事業

に係る換地処分の公告前に，昭和55年３月４日付け有償管理換え協定（保

留地処分契約に相当するもの）に基づき，本件土地の引渡しを受け，こ

れを使用している。 

    ところで，土地区画整理事業に係る保留地は，土地区画整理法第 103

条第４項の規定による換地処分の公告の日の翌日に施行者が所有権を取

得することとされており（同法第 104 条第 11 項），施行者が所有権を取

得する前，すなわち換地処分の公告の日までは，同法第 100 条の２の規

定により施行者が管理権を有することとされている。したがって，換地

処分の公告の日前に保留地の処分を受けた者（換地処分の公告の日の翌

日に施行者が取得する当該保留地の所有権を同日以後に取得する立場に

ある。）は，当該保留地の所有権を取得する前に当該処分に係る施行者と

の契約に基づき当該保留地の引渡しを受ける場合には，所有権を取得す

るまでの間，上記の施行者の管理権に基づき設定された保留地の使用収

益権に基づき，保留地を使用することになる。すなわち，現時点におい

て市が有している本件土地を使用する権利は，所有権ではなく，上鳥羽

南部地区土地区画整理事業の施行者の土地区画整理法第 100 条の２の規

定による管理権に基づき，上記有償管理換え協定により設定された使用

収益権である。 

    法第 242 条第１項の規定による監査の対象となる財産のうち，公有財

産の範囲は，法第 238 条第１項に規定されているところであるが，本件

土地は，市が所有する不動産（同項第１号）に該当せず，本件土地に係

る市の上記使用収益権は，地上権，地役権，鉱業権その他これらに準ず

る権利（同項第４号）に該当するとは認められない。したがって，本件

土地又は本件土地に係る市の上記使用収益権は，法第 242 条第１項の規

定による監査の対象となる財産に該当するとは認められない。 

  ⑶ よって，本件請求のうち，本件作業場及び本件付属物置の建物を対象

とする部分について監査を実施し，本件土地を対象とする部分について

は，これを却下する。 

第２ 監査の実施 

 １ 請求人の陳述 

   法第 242 条第６項の規定に基づき，平成 17 年 10 月 31 日に請求人Ｂの代
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理人Ｄから陳述を受けた。同人は，本件請求の趣旨を補足する陳述を行っ

た。その要旨はおおむね次のとおりである。 

   また，同日，請求人Ｃも同席したが，陳述は行わなかった。 

   この請求人の陳述の聴取の際，法第 242 条第７項の規定に基づき，都市

計画局の職員（以下「関係職員」という。）が立ち会った。 

  ⑴ 本件作業場の南側は，資材置き場として，長期にわたり使用されてい

る状況である。建設業者の事務所として私物化され，占有されているこ

との証左である。 

  ⑵ 共同作業場の設置目的は，法律で，地区住民の共同の福祉のために使

われるものとされている。今年の９月 28 日に，国土交通省住環境整備室

に問い合わせたところ，共同作業場は，改良事業によって今まで使用し

ていた仕事場を失った人のために，市が作業場として提供するものであ

るとの説明があった。新たに建設会社が使うとか，改良事業によって仕

事場を失っていないのに事務所として使うのは，完全に当初の趣旨から

逸脱している。 

  ⑶ 上鳥羽建設が京都府に提出している工事許可申請書などに記載されて

いる役員の構成を見ると，現在の役員５人のうち，４人は地区外の住民

であり，そのうち一人は滋賀県に住んでおり，一人は名前から判断して

外国籍の人である。地区住民のための施設をそういう人たちが使ってよ

いか，地区住民の利益になっているかということは非常に疑問である。

現状は，上鳥羽建設の当初の設立の目的，組織自体の趣旨とは違う役員

構成になっている。 

  ⑷ また，上鳥羽建設自体，ごく少数の建設関係者が作っている組合であっ

て，到底，地区住民の多数，地区内の建設関係者の組合ではなく，ごく

私的な組合のようである。 

  ⑸ 一民間建設業者によって，市の公共施設が長期にわたって，ただで使

われていることを許していることは非常に問題である。 

 ２ 新たな証拠の提出 

   平成 17 年 10 月 31 日に，請求人から新たな証拠の提出を受けた。 

 ３ 関係職員の陳述及び関係書類の提出 

   関係職員に対し，関係書類の提出を求めるとともに，平成 17 年 10 月 31

日に陳述の聴取を行った。これらにより，関係職員が行った説明の要旨は，

次のとおりである。 

   なお，関係職員の陳述の聴取の際，法第 242 条第７項の規定に基づき，

２名の請求人（代理人を含む。）が立ち会った。 

  ⑴ 住環境整備事業について 

    市では，同和地域の劣悪な住環境及び生活実態の解消を市政の最重点

課題の一つと位置付け，昭和 27 年から同 35 年までの間は不良住宅地区
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改良法に基づき，昭和 35 年以後は住宅地区改良法に基づき，住環境整備

事業を実施してきた。住宅地区改良事業は，改良住宅並びに地区施設及

び公共施設の建設により，不良住宅地区の住環境の整備改善を図り，健

康で文化的な生活を営むことのできる住宅の集団的な建設を促進するこ

とを目的とするものである。 

    小集落地区改良事業は，昭和 45 年に発足した制度で，住宅地区改良事

業の対象要件に該当しない小集落地区について，一定の条件の下で，住

宅地区改良事業に準じた内容の事業を行うことができるようにしたもの

である。 

  ⑵ 山ノ本地区における住環境整備について 

    現在の山ノ本市営住宅は，南東に約300メートル離れた清井町地区（南

区上鳥羽清井町）の住環境整備事業の施行により建設したものである。

清井町地区は，市南部に位置し，過去に何度も水害に見舞われていた小

集落であった。当該地区は，集落の規模が小さく住宅地区改良事業の要

件を満たさなかったため，小集落地区改良事業と土地区画整理事業の併

用により，山ノ本地区に改良住宅を建設して，集団移転をしたものであ

る。 

    本地区における小集落地区改良事業は，昭和52年６月に国の事業承認

を受けて44戸の改良住宅の建設及び児童遊園，隣保館，共同浴場，共同

作業場等の地区施設の整備を行い，昭和54年７月から改良住宅への入居

を開始し，昭和60年１月に完了している。 

  ⑶ 共同作業場及びその付属物置の位置付け等について 

    共同作業場及びその付属物置（以下「共同作業場等」という。）は，住

宅地区改良法第２条第７項に規定する地区施設（改良地区内に建設され

る住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設）の一つである。

小集落地区改良事業により設置する地区施設は，同項に規定する地区施

設と同義とされている。 

    京都市市営住宅条例（以下「住宅条例」という。）第２条第５号及び京

都市市営住宅条例施行規則（以下「住宅規則」という。）第２条の規定に

より，共同作業場等は，市営住宅の付属施設として位置付けられている。 

    なお，現在，市において設置されている共同作業場は，本件作業場の

みである。 

  ⑷ 本件作業場について 

   ア 本件作業場の整備について 

     小集落地区改良事業の施行当時の清井町地区は農村的小集落であり，

花などを空き地で栽培し売り歩く生花業やしめ縄製造業を営む人が多

く，庭などの空き地を利用して作業をしていたほか，個人で土木請負

業を営む，いわゆる一人親方もいた。本件作業場は，移転前の清井町
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地区におけるこのような生業を山ノ本地区でも継続できるように，小

集落地区改良事業による地区施設として，昭和 55 年６月に設置したも

のである。 

     なお，明確な供用開始日については，資料が残存していないため，

不明である。 

   イ 使用状況について 

    (ｱ) 現在，本件作業場は，上鳥羽建設が建物の西側の２室を使用して

いるが，これは，本件作業場の整備後，高齢化，後継者不足等によ

り，生花業及びしめ縄製造業が縮小，廃業される中で，結果として，

地元の土木建設業者の組合が使用するようになったものである。 

    (ｲ) 上鳥羽建設が本件作業場の使用を開始した時期は，厳密には把握

していないが，上鳥羽建設の前身である建設協同組合清井会が設立

された昭和 60 年３月以後のことであると認識している。また，昭和

63年５月10日に撮影された写真に建設協同組合清井会のものと思わ

れる看板が写っており，この時期には占有が開始されていた可能性

がある。 

    (ｳ) 上鳥羽建設が本件作業場の使用を開始した当時の本件作業場の使

用状況は，確認できない。 

    (ｴ) 建物の東側の２室については，市において使用状況を把握してい

ない。 

   ウ 鍵の保管状況について 

     建物の西側の２室の鍵は，上鳥羽建設が保管していると思われる。

建物の東側の２室の鍵の保管状況は，不明である。 

   エ 本件作業場の使用状況についての見解と今後の取組方針 

    (ｱ) 本件作業場の使用状況についての見解 

      本件作業場は，小集落地区改良事業による地区施設として，また，

住宅条例第２条第５号に規定する市営住宅の付属施設として，清井

町地区において生花業，しめ縄製造業，土木請負業等を営んでいた

者が引き続き山ノ本地区においても生業を継続することができるよ

う設置したものであるから，行政財産であり，公の施設である。 

      また，市が，その設置目的に沿って，公の施設を住民の利用に供

している場合は，法第 238 条の４第４項の規定による行政財産の使

用許可（以下「行政財産の目的外使用許可」という。）は不要である。 

      長い年月の間に，本件作業場の使用者が結果的に特定の者に固定

されていることは事実である。しかし，地元と無関係の者や団体が

使用するのであれば，市としても認められないが，上鳥羽建設は，

地元の土木請負業等に従事する者が結成した団体であり，地元産業

の育成という観点から，使用を認めてきたものである。 
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      以上のことから，地元の土木請負業等に従事する者の団体が本件

作業場を使用することは，当初の設置目的から完全に逸脱している

とまではいえず，地区施設の設置目的と相反するものではない。 

      また，市営住宅の付属施設については，駐車場及び店舗について

のみ使用料を徴収することとされており（住宅条例第 32 条第１項及

び第３項並びに住宅規則第 19 条第１項），共同作業場の使用は無償

とされているので，上鳥羽建設による本件作業場の使用については，

使用料を徴収していない。 

    (ｲ) 今後の取組方針 

      以上のように，市としては，本件作業場を上鳥羽建設に使用させ

ていることについて，設置当初の目的や意義と相容れないものでは

ないと考えているが，その目的が薄らいできていることは事実であ

るので，適正な管理を行うとともに，今後の本件作業場の在り方に

ついて，より適切なものとなるよう，対応していく。 

  ⑸ 本件付属物置について 

   ア 本件付属物置の整備について 

     本件付属物置は，本件作業場に収容できない道具，資材等を収容す

るため，本件作業場に付属する施設として，平成 10 年３月に設置した

ものである。 

   イ 使用状況について 

     本件付属物置は，現在，山ノ本市営住宅の入居者が経営する建設業

者であるＸが所有する建築用資材を収容している。これは，Ｘが山ノ

本市営住宅の敷地等に建築用資材を置いており，危険な状態にあった

ことから，住民の安全を考慮して，緊急避難的措置として，平成 10 年

７月24日付けで，市とＸとの間で本件付属物置の使用に関する覚書（以

下「本件覚書」という。）を締結し，当該資材を収容しているものであ

る。 

   ウ 鍵の保管状況について 

     本件付属物置の鍵は，Ｘが保管していると考えられる。 

   エ 本件付属物置の使用状況についての見解 

     本件付属物置は，本件作業場に付属する施設であるから，本件作業

場と同様に行政財産であり，公の施設である。 

     平成10年７月以後，本件付属物置にＸ所有の建築用資材を収容して

いるが，山ノ本市営住宅の入居者で建設業を営む者が本件付属物置を

使用すること，及び市が住民の安全を最優先に考えその使用を認める

ことは，本件付属物置の設置目的に反するものではない。 

     また，市営住宅の付属施設については，駐車場及び店舗についての

み使用料を徴収することとされており，本件付属物置の使用は無償と
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されているので，Ｘによる本件付属物置の使用については使用料を徴

収していない。 

第３ 監査の結果 

 １ 事実関係 

  ⑴ 本件作業場について 

   ア 設置の目的及び位置付けについて 

     本件作業場は，清井町地区を対象とする小集落地区改良事業の施行

に伴い同地区から山ノ本地区に移転し，山ノ本市営住宅に入居した者

が，清井町地区において営んでいた生花業，しめ縄製造業，土木請負

業等の生業を山ノ本地区でも継続することができるようにする目的で

設置された同事業による地区施設であり，山ノ本市営住宅の付属施設

である。 

   イ 建物の概要について 

     本件作業場の建物の概要は，次のとおりである。 

    (ｱ) 所 在 地  京都市南区上鳥羽山ノ本町 60 番地（注） 

    (ｲ) 構   造  補強コンクリートブロック造平家建て 

    (ｳ) 床 面 積  57.78 平方メートル（４室） 

    (ｴ) 着 工 日  昭和 55 年３月５日 

    (ｵ) しゅん工日  昭和 55 年６月 28 日 

 

    注 本件土地は，上鳥羽南部地区土地区画整理事業に係る保留地とさ

れているが，同事業に係る換地処分の公告が行われるまでは，新し

い区画による土地の不動産登記が行われないため，その地番の表示

については，便宜的に，同事業の施行前の当該地の地番である「上

鳥羽山ノ本町 60 番地」が用いられている。 

 

   ウ 管理について 

    (ｱ) 行政財産（建物）管理台帳によると，本件作業場の建物は，昭和

55 年６月 28 日以後，共同作業場の用途に供する行政財産として管理

されている。 

    (ｲ) 市営住宅の付属施設である共同作業場の管理に関し，住宅条例に

は，次の規定が置かれているが，使用資格及び使用手続に関する規

定は置かれていない。また，その使用について，使用料を徴収する

こととはされていない。 

     ａ 修繕費等の費用の負担関係（第 20 条） 

     ｂ 保管義務（第 21 条第１項） 

     ｃ 禁止行為（第 22 条第１項，第２項及び第４項） 

     ｄ 明渡しの手続等（第 25 条） 
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     ｅ 不正使用に係る明渡しの請求（第 26 条第４項） 

   エ 現況について 

    (ｱ) 現在の建物の概要 

      関係職員から提出された関係書類によると，現在の本件作業場の

建物については，昭和 63 年５月から平成９年５月までの間のいずれ

かの時期に，建物の北面に設置されている出入口４箇所のうち西側

の２箇所が壁及び窓に変更されているほか，建物の建設時から平成

９年５月までの間のいずれかの時期に，建物の西面に出入口が新設

され，建物の西側に一部増築が行われていることが認められる。こ

れらの改変は，市の施工によるものではなく，その施工者は，いず

れも不明である。 

      また，そのほか，平成 10 年３月に，市の施工により，屋上防水改

修及び外壁改修が行われている。 

    (ｲ) 現在の使用状況 

     ａ 本件作業場の建物のうち西側の２室については，上鳥羽建設が

占有し，事務所として使用していると認められる。 

     ｂ 上鳥羽建設による本件作業場の建物の一部の占有（以下「本件

作業場の占有」という。）は，京都市職員措置請求書並びに関係職

員の陳述及び関係職員から提出された関係書類（以下「関係職員

の説明」という。）の内容を総合すると，遅くとも昭和 63 年５月

10 日までに開始されたものと認められる。 

     ｃ 本件作業場の占有に係る部分の鍵は，市において保管されてお

らず，現在の使用状況にかんがみれば，上鳥羽建設が保管してい

ると見るのが相当である。 

     ｄ 本件作業場の建物のうち東側の２室については，市において使

用状況を把握しておらず，鍵も保管していないと認められるとこ

ろ，京都市職員措置請求書及び請求人の陳述並びに関係職員の説

明の内容からは，特定の者が当該部分を使用している事実を認め

ることはできない。 

    (ｳ) 上鳥羽建設の概要 

     ａ 上鳥羽建設は，中小企業等協同組合法第３条第１号に規定する

事業協同組合であり，法人格を有する団体である。 

     ｂ 上鳥羽建設は，昭和 60 年３月 29 日に建設協同組合清井会の名

称で設立され，昭和 63 年８月３日に，現在の名称に変更された。 

     ｃ 上鳥羽建設の主たる事務所の所在地は，京都市南区上鳥羽山ノ

本町 60 番地とされている。 

     ｄ 上鳥羽建設が行う事業は，次のとおりである。 

      ① 組合員の行う建設工事等の共同受注 
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      ② 組合員の使用する建設資材の共同購買 

      ③ 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 

      ④ 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業

に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 

      ⑤ 組合員の福利厚生に関する事業 

      ⑥ ①から⑤までの事業に付帯する事業 

     ｅ 上鳥羽建設の理事は５名であり，そのうち１名は山ノ本市営住

宅の入居者であると見られるが，残りの４名は同市営住宅の入居

者ではないと見られる。 

   オ 本件作業場の占有に対する市の対応の経過等について 

    (ｱ) 本件作業場の占有について，上鳥羽建設から使用料を徴収するこ

とに関し，平成 16年 12 月 17 日に，当時の都市計画局住宅室の室長，

部長及び関係課の課長級職員等により，次の案による検討が行われ

たが，使用料を徴収するという結論には至らなかった。 

     ① 住宅条例第 32 条に規定する有料付属施設として位置付け，使用

料を徴収する。 

     ② 共同作業場の用途を廃止し，店舗に転用する。 

     ③ 行政財産の目的外使用許可により使用料を徴収する。 

    (ｲ) 本件作業場の占有については，市会において質疑が行われたこと

がある。その際，本件作業場の占有に関し，問題視する旨の質問に

対し，当時の都市計画局長等から，上記第２ ３⑷エで述べた見解

と同様の趣旨による答弁が行われている。 

    (ｳ) 上鳥羽建設に対しては，これまで，本件作業場の占有に関し，交

渉等が行われた事実はない。 

  ⑵ 本件付属物置について 

   ア 設置の目的及び位置付けについて 

     本件付属物置は，本件作業場に収容できない道具，資材等を収容す

る目的で，本件作業場と同一の敷地内に設置された施設であるから，

本件作業場の施設の一部であり，その位置付けは，本件作業場と同様

である。 

   イ 建物の概要について 

     本件付属物置の建物の概要は，次のとおりである。 

    (ｱ) 所 在 地  京都市南区上鳥羽山ノ本町 60 番地 

    (ｲ) 構   造  鉄骨造平家建て 

    (ｳ) 床 面 積  43.20 平方メートル 

    (ｴ) 着 工 日  平成 10 年３月５日 

    (ｵ) しゅん工日  平成 10 年３月 30 日 

   ウ 管理について 
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    (ｱ) 行政財産（建物）管理台帳によると，本件付属物置の建物は，平

成 10 年３月 30 日以後，共同作業場付属物置の用途に供する行政財

産として管理されている。 

    (ｲ) 本件付属物置は，本件作業場の付属施設であるから，本件付属物

置の管理については，住宅条例の共同作業場の管理に関する規定が

適用される。 

   エ 現況について 

    (ｱ) 現在の使用状況 

     ａ 現在，本件付属物置には，Ｘ所有の建築用資材が収容されてお

り，Ｘが本件付属物置の建物の鍵を保有してその全部を占有し，

倉庫として使用していると認められる。 

     ｂ 関係職員の説明によると，Ｘによる本件付属物置の建物の占有

（以下「本件付属物置の占有」という。）は，山ノ本市営住宅の敷

地等に置かれていたＸ所有の建築用資材を，住民の安全を図るた

めの緊急避難的な措置として本件付属物置に収容させることとし，

これを実現するため，本件覚書を締結したうえで開始されたこと

が認められる。 

       本件覚書の内容は，次のとおりである。 

      ① 山ノ本市営住宅の敷地等を不法に占拠しているＸの建築用資

材をすべて本件付属物置に移動させること。 

      ② 山ノ本市営住宅の敷地等に存するＸの工作物については，Ｘ

の責任において撤去すること。 

      ③ Ｘによる本件付属物置の使用は一時的なものであるから，近

い将来（おおむね 10 年以内）に自力で移転すること。 

      ④ その他協議事項が生じた場合は，市及びＸで協議し解決を図

ること。 

     ｃ 本件覚書には，Ｘが本件付属物置の使用を開始すべき日が定め

られていないが，Ｘが本件覚書の上記①の内容を履行するために

は，本件付属物置を使用することが必要であることから，本件付

属物置の占有は，本件覚書の締結日である平成 10 年７月 24 日に

開始されたものと見るのが相当である。 

    (ｲ) Ｘの概要 

      Ｘは，山ノ本市営住宅の入居者が経営する建設業者であり，法人

格を有しないことから，個人事業者であると見られる。 

   オ 本件付属物置の占有に対する市の対応の経過等について 

    (ｱ) 本件付属物置の占有については，市会において質疑が行われたこ

とがある。その際，本件付属物置の占有に関し，問題視する旨の質

問に対し，当時の都市住宅局住宅室部長から，本件付属物置を住民
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の安全のため緊急避難的に使用させた経過について答弁が行われて

いる。 

    (ｲ) Ｘに対しては，これまで，本件付属物置の占有に関し，交渉等が

行われた事実はない。 

 ２ 監査委員の判断及び結論 

  ⑴ 問題の所在 

   ア 普通地方公共団体の公有財産を当該普通地方公共団体以外の者に使

用させる場合の法律上の原因 

     普通地方公共団体の公有財産は，行政執行の物的手段として直接使

用し，又はその経済的価値を発揮させることにより行政運営に貢献す

るべきものとして，保有されるものである。したがって，特定の行政

目的のために住民の使用に供する場合のほかは，適正な対価を徴収す

ることなく当該普通地方公共団体以外の者にこれを使用収益させるこ

とは許されない。 

     したがって，普通地方公共団体の公有財産を当該普通地方公共団体

以外の者に使用させることができるのは， 

    ① 一般公共の用に供することを目的とする公有財産をその目的のた

めに使用させる場合（公の施設の供用など） 

    ② 行政財産の目的外使用許可をして使用させる場合 

    ③ 普通財産の貸付契約を締結して使用させる場合 

    など，当該普通地方公共団体以外の者が当該公有財産を使用すること

ができる法律上の原因を備えている場合に限られる。 

   イ 本件における問題の所在 

     本件作業場及び本件付属物置は，住宅条例の規定により設置された

公の施設であり，行政財産である。 

     本件作業場の占有及び本件付属物置の占有については，いずれも，

関係職員により，住宅条例の規定に基づく使用であるとの説明がされ

ているから，本件では，これらがそれぞれ住宅条例の規定に基づく使

用に該当するかどうかが問題となる。 

  ⑵ 住宅条例が予定する共同作業場等の使用方法とその限界 

   ア 住宅条例が予定する共同作業場等の使用方法 

     共同作業場等の管理について，住宅条例は，修繕費等の負担関係，

保管義務，禁止行為，明渡しの手続等及び不正使用に係る明渡しの請

求に係る規定を置いているが，使用資格及び使用手続については，何

ら定めを置いていない。このことからすると，共同作業場等の使用に

ついては，最低限の規律を定めるほかは，住宅条例の趣旨及び共同作

業場等の設置の目的及び用途に従い，市営住宅の入居者の自由な使用

に供するというのが住宅条例の趣旨であると解される。 
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   イ 使用方法の限界 

     以上のように，共同作業場等は，市営住宅の入居者の自由な使用に

供される施設であるが，その使用については，だれが，どのように使

用してもよいというものでないのは当然である。すなわち，共同作業

場等の使用については，使用者，用途，使用形態等について，住宅条

例の規定の合理的解釈（共同作業場等の設置の目的を考慮しなければ

ならないことはいうまでもない。）に照らし，予定されている範囲を超

えてはならず，その範囲を超えた使用は，住宅条例の規定に基づく使

用であると認めることはできない。 

  ⑶ 本件作業場の占有について 

    請求人が，市長が本件作業場の建物の管理を違法に怠っているとし，

これにより市に損害が生じているとすることについては，次のように判

断する。 

   ア 住宅条例の規定に基づく使用関係の成否 

    (ｱ) 本件作業場の占有は，山ノ本市営住宅の入居者とは人格の異なる

上鳥羽建設という法人が，遅くとも昭和 63 年５月 10 日以後，本件

作業場を事務所として使用しているというものであり，請求人も，

役員を務める５人のうち４人が地区住民ではない民間建設業者が使

用者であること，及び改良事業により仕事場を失っていない者が独

占的に本件作業場を使用することが本件作業場の設置の目的を逸脱

していることを指摘している。そこで，本件作業場の占有が住宅条

例の規定に基づく使用であるかどうか，すなわち住宅条例が本件作

業場の使用として予定する範囲内のものであるかどうかについて判

断する。 

    (ｲ) 関係職員によれば，本件作業場の占有については， 

     ① 地元の土木請負業等に従事する者が結成した団体が使用してい

るものであること。 

     ② 独占的な占有が長期にわたり継続している事実は，生花業やし

め縄製造業を営んでいた住民が高齢化等の理由により，事業の縮

小，廃業等をする中で，結果的に生じたものであること。 

     ③ 地元産業の育成という観点から，地元の土木請負業等に従事す

る者が結成した団体である上鳥羽建設に使用を認めてきたもので

あること。 

     が説明されている。 

    (ｳ) まず，本件作業場の使用者について検討する。 

     ａ 市営住宅の付属施設は，市営住宅の入居者の共同の福祉のため

にその利用に供されるべきものであることは，疑いの余地がない

（市営住宅の付属施設である公営住宅法第２条第９号に規定する
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共同施設及び住宅地区改良法第２条第７項に規定する地区施設の

定義においても，そのことが明記されている。）。したがって，山

ノ本市営住宅の付属施設である本件作業場を使用することができ

る者は，同市営住宅の入居者に限定されると解される。また，共

同作業場については，生業の継続という目的上，法人を設立して

事業を営む者による使用が必ずしも排除されていないと解するこ

とは可能であるが，その場合であっても，実質的に当該使用者と

入居者とを同一視することができる場合に限られると解するのが

相当である。 

     ｂ 請求人は，上鳥羽建設が民間建設業者であり，役員のほとんど

（５人中４人）が山ノ本市営住宅の入居者ではないということを

もって，上鳥羽建設が本件作業場の使用者となることは本件作業

場の設置の目的に反すると主張するが，役員の構成のみにより使

用者となり得るかどうかを判断するのは相当でなく，事業活動の

内容等を含めた団体の性格により，上鳥羽建設が本件作業場の使

用者として住宅条例が予定している範囲内の者に当たるかどうか

を判断しなければならない。 

     ｃ 上鳥羽建設は，その設立の経緯が必ずしも明らかではないもの

の，一応，地元で建設業を営む者が設立した団体であると考えら

れ，役員に山ノ本市営住宅の入居者が含まれることから，入居者

との関連や業種という点では，関係職員が説明するように，本件

作業場の設置の目的との関連が全くない団体であるとまではいえ

ない。しかし，上鳥羽建設の団体としての性格は，中小企業等協

同組合法第３条第１号に規定する事業協同組合であって，加入す

る組合員に一定のサービス（共同受注，情報提供，福利厚生等）

を提供することを目的として組合員とは別の活動を行う法人であ

る。このような団体の性格からすれば，仮に，上鳥羽建設の全役

員及び全組合員が山ノ本市営住宅の入居者であるとしても，上鳥

羽建設を入居者と同一視することは困難であり，住宅条例におい

て共同作業場の使用者として予定されている者に該当するという

ことはできない。 

    (ｴ) 次に，本件作業場の用途について検討する。 

     ａ 本件作業場は，山ノ本市営住宅の入居者が，移転前の清井町地

区において庭などの空き地を利用して行っていた生花業，しめ縄

製造業，土木請負業等の生業を継続することができるようにする

目的で設置されたものであるから，本件作業場において予定され

ている用途は，生花業，しめ縄製造業，土木請負業等に係る作業

で，住宅の周辺（庭先，空き地等）で行うような製造，加工等の
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作業であると考えられる。 

     ｂ 本件作業場の建設時の工事設計図によれば，本件作業場の建物

は，４区画（１区画当たりの床面積は約 14.4 平方メートル）に区

分され，各区画には，入り口及び窓のほか，木製の可動床，棚及

び水槽が設けられているが，便所等は設けられていない。このこ

とからも，本件作業場の本来の用途として，上記の作業が想定さ

れていることが分かるほか，入居者それぞれの生業に係る作業の

必要に応じ，４区画のいずれかを随時使用することが予定されて

いることが分かる。 

     ｃ また，住宅条例上，共同作業場については，上述のようにその

使用手続等について何ら定めがない一方で，店舗及び駐車場につ

いては，市営住宅の付属施設であっても，有料付属施設として位

置付けられ（住宅条例第 32条第１項及び住宅規則第 19条第１項），

その使用について市長の承認を要するものとされている（住宅条

例第 32 条第２項）。店舗及び駐車場がこのような方法で管理され

るのは，これらが特定の入居者の占有下に置かれ，独占的に使用

される性格のものであることによると解される。したがって，住

宅条例は，共同作業場について，特定の入居者の占有下に置いて

独占的に使用させることを予定しておらず，そのような性格を有

する用途のために使用させることを予定していないと解するのが

相当である。 

     ｄ 上鳥羽建設が本件作業場を事務所として使用していることは，

現況写真，法人登記における主たる事務所の所在地の表示等から

明らかである。しかし，上記ｂで述べたような本件作業場の仕様

や，上記ｃで述べたような住宅条例の解釈からすると，本件作業

場を事務所の用に供することは，全く想定されていないと考えら

れる。 

     ｅ また，上鳥羽建設は，上述のように，建設業を営む者が設立し

た団体であると考えられ，その業種に着目する限りにおいては，

本件作業場が予定する入居者の生業の範囲に属するといえなくも

ない。 

       しかし，上鳥羽建設は，建設業関連の業務を行っていると認め

られるとはいえ，中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で

あり，組合員の共同の利益のための事業（共同受注，情報提供，

福利厚生等）を行うことを目的とするものである。そのことから

すると，その具体的な事業内容は，事務作業が主となるものと考

えるのが自然であって，本件作業場を上記ａで述べたような作業

のために使用していると認めることはできない。 
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     ｆ 以上のことから，上鳥羽建設が本件作業場を事務所の用に供し

ていることは，本件作業場の設置の目的，建物の仕様及び住宅条

例の規定に照らし，本来予定されている用途に供されているもの

と認めることはできない。 

    (ｵ) 次に，本件作業場の使用形態について検討する。 

     ａ 本件作業場は，山ノ本市営住宅の入居者が，生花業，しめ縄製

造業，土木請負業等の生業に係る製造，加工等の作業の必要に応

じ，随時，本件作業場の区画のいずれかを使用し，作業が終われ

ば使用を終了するという使用形態を予定していると考えられる。

このことは，これまでに述べた本件作業場の設置目的，予定され

ている用途，建物の仕様及び住宅条例の規定の解釈に照らして明

らかである。 

     ｂ 本件作業場の占有が長期にわたり継続している背景に，本件作

業場の使用者として予定されていた生花業やしめ縄製造業を営ん

でいた入居者が事業を縮小，廃業していった事情があることにつ

いては，関係職員の説明から推認することが可能である。したがっ

て，現在，特定の業種に携わる者のみが本件作業場を使用してい

ることが，結果的に生じた事実であると理解することは，あなが

ち不自然なことであるということはできない。 

     ｃ しかし，上述のように，住宅条例は，共同作業場について，特

定の入居者の占有下に置いて独占的に使用させることを予定して

いないことが明らかであって，そのような解釈に照らせば，たと

え使用者が事実上特定の者に限られる場合であっても，その者が

本件作業場を自らの占有下に置いて独占的に使用することが許さ

れるとは解されない。したがって，現状のように，上鳥羽建設が

本件作業場の建物の一部を占有している状態が少なくとも17年以

上にわたって継続しているという事実関係の下では，もはやこれ

を住宅条例が予定している範囲内の使用形態であると認めること

はできない。 

    (ｶ) 以上のように，本件作業場の占有は，使用者，用途及び使用形態

の各側面において，住宅条例が予定する範囲を超えており，住宅条

例の規定に基づく市営住宅の付属施設の使用に該当すると認めるこ

とはできない。 

   イ 本件作業場の建物に関する財産の管理に対する評価 

    (ｱ) 以上のように，本件作業場の占有は，住宅条例の規定に基づく使

用に該当しないから，上鳥羽建設は，本件作業場を使用することに

ついて，法律上の原因を備えているということはできない。法律上

の原因がないまま公有財産が占有されている状態がある場合には，
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普通地方公共団体として，占有者に対して明渡しを請求し，及び当

該占有による損失を補てんするための措置を講じなければならない。 

    (ｲ) ところで，市においては，同和問題の解決を市政の最重要課題の

一つに位置付け，環境改善，教育，職業安定対策，隣保館事業及び

啓発事業を基本として，地域改善対策特定事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律の期限である平成 13 年度末まで，特別施策と

しての同和対策事業を推進し，同和問題の解決を目指してきたとこ

ろであり，平成 14 年度以後も，なお残された課題の解決に向け，引

き続き取組を行っているところである。 

      山ノ本市営住宅及びその付属施設は，清井町地区の住環境整備事

業として，昭和 52 年６月に国の承認を受けた小集落地区改良事業の

事業計画に基づき整備されたものである。建設省（現国土交通省）

が監修した「住環境整備’79」（昭和 54 年６月１日発行）によれば，

小集落地区改良事業に係る事業計画の設定については，基本的な考

え方の一つとして，地区の産業を育成していく必要のある地区につ

いては共同作業場など産業の振興の観点とも関連させた集落計画と

して計画することとされ，住宅整備の方針については，地区の実情

に合わせて十分検討する必要があるとされている。 

      これらのことから，本件作業場の整備については，農村的小集落

であった清井町地区の実情や，同和対策事業の取組を反映させたも

のと考えられる。 

    (ｳ) これらのことを考え合わせると，これまで上鳥羽建設による本件

作業場の使用を市が認めてきた背景には，上鳥羽建設の業種に着目

して，地区の産業の振興ひいては職業安定対策という観点からは地

区施設の設置目的に相反するものではなく，地区に関係のある者で

あれば本件作業場の使用を認めるという運用を行っても差し支えな

いという考え方の下で，これを認めてきた経過があるものと考えら

れる。 

    (ｴ) しかし，以上のような事情を考慮したとしても，本件作業場の占

有について法律上の原因がないことは事実であり，本件作業場の占

有の期間が 17 年を超えているにもかかわらず，何らの措置を講じて

いないことは，市が行政財産である本件作業場の建物について，違

法に財産の管理を怠るものであると評価せざるを得ない。 

   ウ 市の損失 

    (ｱ) 本件作業場の占有は，遅くとも昭和 63 年５月 10 日以後，市の行

政財産が法律上の原因なく無償で使用されているものであるから，

市には，少なくとも同日以後の行政財産の使用料に相当する額の損

失が生じているものと認められる。 
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    (ｲ) ところで，上記の損失は，例えば，上鳥羽建設に対する不当利得

の返還請求，関係する職員に対する不法行為による損害賠償請求と

いった方法により補てんすることが考えられるので，以下，これら

の可能性について検討する。 

     ａ 本件作業場の占有については，上記イ(ｲ)及び(ｳ)で述べたよう

な経過があるとはいえ法律上の原因がなく，これにより上鳥羽建

設が利益を受けていることが明らかである。したがって，本件で

は，少なくとも上記損失に相当する額の上鳥羽建設の不当利得が

成立する余地があり，市の不当利得返還請求権が認められる可能

性があると考える。 

     ｂ 本件作業場の建物について，財産の管理上必要な行為が行われ

ていなかったことに関し，関係する職員の不法行為が成立するか

どうかについては，このような財産管理上の不備が，地区の産業

の振興ひいては職業安定対策という観点から，上鳥羽建設による

本件作業場の使用が地区施設の設置目的に相反するものではない

と考え，これを認めるという運用を行ってきた結果生じたもので

あることを考えれば，政策上の配慮からそのような運用を行って

きた職員に，損害を賠償する責任を負わせなければならないほど

の故意又は過失があったと認めることは，相当ではない。したがっ

て，関係する職員の不法行為は成立せず，関係する職員に対する

市の損害賠償請求権は，認められないと考える。 

   エ 判断 

     以上のとおり，本件作業場の占有に対し財産の管理上必要な措置を

講じていないことは，違法に財産の管理を怠る事実に該当し，これに

より市に損失が生じていると認められるから，請求人の主張には，理

由がある。 

  ⑷ 本件付属物置の占有について 

   ア 本件請求の趣旨 

     請求人は，本件付属物置について，本件作業場と一体のものとして，

上鳥羽建設により占有されているとの認識で主張を行っていると見ら

れ，本件付属物置の占有に係る事実と合致していない。 

     しかし，本件請求の趣旨は，本件作業場と併せ，本件付属物置の建

物が市以外の者に法律上の原因がないまま占有されているにもかかわ

らず，市長がこれを容認し，又はこれに対して何らの措置を講じてい

ないことについて，違法な財産の管理又は違法に財産の管理を怠る事

実に該当することをいうものと解されるから，本件付属物置の占有に

ついては，そのような請求の趣旨に即して，請求人の主張に理由があ

るかどうかを判断する。 
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   イ 住宅条例の規定に基づく使用関係の成否 

    (ｱ) 本件付属物置の占有は，個人事業者と見られる建設業者Ｘが，平

成 10 年７月 24 日以後，本件付属物置を建築用資材の倉庫として使

用しているというものである。 

    (ｲ) 関係職員の説明の全趣旨によれば，本件付属物置の占有について

は， 

     ① Ｘの経営者が山ノ本市営住宅の入居者であること。 

     ② Ｘが山ノ本市営住宅の敷地等に保管していた建築用資材を，当

該敷地内の生活環境の保持及び住民の安全のために緊急避難的に

本件付属物置に収容するため，本件覚書を締結し，本件付属物置

を使用させているものであること。 

     ③ 本件覚書によれば，本件付属物置の使用は，一時的なものであ

るから，Ｘは，おおむね10年以内に，自ら本件付属物置を明け渡

すべきものであること。 

     が分かり，都市計画局としては，建設業を営む山ノ本市営住宅の入

居者が本件付属物置を使用していることは，本件付属物置の設置目

的に反するものではないとしている。 

    (ｳ) 本件付属物置は，本件作業場に収容することができない道具，資

材等を収容する目的で設置されたものであることからすれば，山ノ

本市営住宅の入居者が経営する個人事業者と見られるＸが建築用資

材を収容するために本件付属物置を使用することについては，確か

に，使用者及び用途の各側面において，住宅条例が予定する範囲を

超えるものではないようにも思われる。 

    (ｴ) しかし，本件付属物置もまた，山ノ本市営住宅の入居者の共同利

用に供されるべき性格の施設であることは，本件作業場と同様で

あって，特定の者による長期にわたる独占的な使用は，元々予定さ

れていないことが明らかである。本件付属物置の鍵を市が保有せず

にＸが保有し，Ｘが本件付属物置を７年以上にわたって占有し続け

ていることを考えれば，このような使用形態を住宅条例が予定して

いると解することはできない。 

    (ｵ) また，本件付属物置の使用目的については，山ノ本市営住宅の敷

地等がＸによって不法に占拠されている状態を解消するために開始

されたこと，及び本件覚書においておおむね 10 年以内の明渡しをＸ

に対して求めていることからすれば，それが住民の安全を考慮して

行われているものであるとしても，住宅条例が予定する範囲内のも

のであると解することは困難である。 

    (ｶ) 以上のように，本件付属物置の占有は，その使用形態及び使用目

的が住宅条例の予定する範囲を超えているものと認められ，本件付
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属物置の占有を，住宅条例の規定に基づく市営住宅の付属施設の使

用に該当すると認めることはできない。 

    (ｷ) なお，本件覚書は，Ｘに本件付属物置を使用させるに至った経過

にかんがみ，住宅条例の規定に基づき使用させるための条件を別途

設定したものであると考えられる。すなわち，本件覚書は，住宅条

例の規定に基づかずに本件付属物置を使用する権利をＸに与えたも

のであるとは認められない（仮にそのような趣旨の契約書として作

成されたものであったとしても，法第 238 条の４第３項の規定によ

り無効である。）。したがって，本件覚書の存在をもって，本件付属

物置の占有に法律上の原因があると認めることはできない。 

   ウ 本件付属物置の建物に関する財産の管理に対する評価 

    (ｱ) 以上のように，本件付属物置の占有は，住宅条例の規定に基づく

使用に該当しないから，Ｘは，本件付属物置を使用することについ

て法律上の原因を備えているということはできない。 

    (ｲ) ところで，本件付属物置の占有は，Ｘが山ノ本市営住宅の敷地等

を不法に占拠していた事態を早期に解決し，同市営住宅の住環境の

保持及び住民の安全のための緊急避難的な措置として開始されたと

いうものである。市は，Ｘが山ノ本市営住宅の入居者が経営する建

設業者であることから，Ｘに本件付属物置を一時的に使用させるこ

とが本件付属物置の設置目的に反するものではないと考え，Ｘとの

間で本件覚書を交わし，本件付属物置をＸに使用させるに至ったも

のである。このように，住民の安全を最優先し，これを保持する目

的から本件付属物置を一時的に使用させること自体は，正当性を欠

くものであるとはいえない。 

    (ｳ) しかし，上記のような目的により本件付属物置を使用させる場合，

使用しようとする者の申請に基づき，行政財産の目的外使用許可を

行って使用させるのが相当であり，使用料の免除の処分を行わない

限りは，使用者から使用料を徴収すべきものであるところ，本件で

は，住宅条例の規定に基づく使用であるとして，本件覚書を交わす

にとどめたことから，事実上，Ｘが法律上の原因に基づかずに本件

付属物置を占有することを認める結果となっている。 

    (ｴ) そうすると，本件付属物置の占有は，住宅条例の規定及び法第 238

条の４の規定のいずれにも基づかずに，本件付属物置の建物をＸが

事実上占有して使用することを認めているものであると評価せざる

を得ず，市の財産を法令の規定に基づかずに事実上市以外の者に占

有させる行為であって，違法な財産の管理に該当するものといわざ

るを得ない。 

   エ 市の損失 
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    (ｱ) 本件付属物置の占有は，平成 10 年７月 24 日以後，市の行政財産

が法律上の原因なく無償で使用されているものであるから，市には，

同日以後の行政財産の使用料に相当する額の損失が生じているもの

と認められる。 

    (ｲ) ところで，上記の損失は，例えば，Ｘに対する不当利得の返還請

求，関係する職員に対する不法行為による損害賠償請求といった方

法により補てんすることが考えられるので，以下，これらの可能性

について検討する。 

     ａ 本件付属物置の占有については，上記ウ(ｲ)で述べたような経過

があるとはいえ法律上の原因がなく，これによりＸが利益を受け

ていることが明らかである。したがって，本件では，少なくとも

上記損失に相当する額のＸの不当利得が成立する余地があり，市

の不当利得返還請求権が認められる可能性があると考える。 

     ｂ 本件付属物置の建物について，住宅条例及び法のいずれにも基

づかずにＸが事実上使用することを認めてきたことについて，関

係する職員の不法行為が成立するかどうかについては，住民の安

全を最優先に考え，緊急避難的に本件付属物置を使用させる方針

を採ったこと自体は，非難するに値しないと考えられる。また，

住宅条例が本件付属物置の使用資格及び使用手続について何らの

規定を置かず，予定される使用形態や使用目的について，専ら解

釈にゆだねていることを考えれば，住宅条例の規定に基づきＸに

本件付属物置を使用させることができるとの判断を行った職員に，

損害を賠償する責任を負わせなければならないほどの故意又は過

失があったと認めることは，相当ではない。したがって，関係す

る職員の不法行為は成立せず，関係する職員に対する市の損害賠

償請求権は，認められないと考える。 

   オ 判断 

     以上のとおり，Ｘに本件付属物置の建物を占有させたことは，違法

な財産の管理に該当し，これにより市に損失が生じていると認められ

るから，請求人の主張には，理由がある。 

  ⑸ 結論 

    以上の判断により，本件請求については，理由があると認められるの

で，法第 242 条第４項の規定により，市長に対し，次のとおり勧告する

こととした。 

 

勧 告 

 山ノ本共同作業場の建物及びその付属物置の建物が，京都市以外の者により，

法律上の原因がないにもかかわらず占有されている事実について，３箇月以内
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に，次のとおり必要な措置を講じること。 

１ 山ノ本共同作業場の建物について，法律上の原因なくこれを占有している

者に対し，建物の明渡しを請求すること。 

２ 山ノ本共同作業場の付属物置の建物について，法律上の原因なくこれを占

有している者に対し，建物の明渡しを請求すること。 

３ 上記１及び２の占有により京都市に生じた損失を補てんするために必要な

措置を講じること。 

 

付記 

 本件請求についての監査委員の判断は以上のとおりであるが，監査委員の合

議により，市長に対し，次の内容の意見を提出することとしたので申し添える。 

 

 普通地方公共団体の財産は，行政目的の実現のために用い，又はその経済的

価値を発揮させることにより行政運営に資するためのものであるから，その管

理については，適正を欠くことがないよう，万全を期する必要がある。 

 山ノ本共同作業場の建物については，京都市以外の者にその一部が占有され

ているほか，何者かにより一部が増築され，出入口の変更及び新設等の改変が

加えられ，更に，上記占有に係る部分以外の部分についても，京都市において

鍵を保管しておらず，使用状況を把握していない等，財産の管理が事実上行わ

れていない状況が見られるところである。 

 したがって，山ノ本共同作業場の建物の管理については，上記改変を行った

者の特定及びその者に対する原状回復等の請求その他財産の管理上必要な措置

を講じるとともに，同作業場の存置の意義を改めて検証し，必要に応じて用途

の変更又は廃止をするなどして財産の有効活用を図り，その管理の適正化を図

られたい。 

（監査事務局第一課） 

 




